
 

１．高齢者（次の（１）のいずれかの認定等を受け、かつ（２）のいずれかのサービスを利用している方） 

（１）受けている認定等 

 ・要支援認定 

 ・要介護認定 

 ・事業対象者 

 

（２）利用している介護保険サービス 

 ・訪問介護 

 ・訪問介護サービス 

 

２．障がい者（次の（１）のいずれかの手帳を所持し、かつ（２）のいずれかのサービスを利用している方） 

（１）所持している手帳 

 ・身体障害者手帳 

 ・愛護手帳 

 ・精神障害者保健福祉手帳 

 

（２）利用している障がい福祉サービス 

 ・居宅介護 

 ・重度訪問介護 

 

 


